
国立国会図書館資料利用内規 

制  定  昭 62.２.４  

（目的） 

第１条 大阪市立図書館資料利用規程（以下「資料利用規程」という。）第７条の規定に

よる国立国会図書館の資料利用については、この内規に定めるところによる。 

（利用の申請） 

第２条 資料利用規程第７条第２項の規定にもとづく利用の申請は、別記様式によるもの

とし、原則として申請者が直接来館のうえ行うものとする。 

（利用冊数の制限） 

第３条 この内規により同時に利用できる資料は、１人１回につき原則として３点以内と

する。 

（資料の利用） 

第４条 国立国会図書館資料利用規則第 41条の規定による資料の利用は、館所定の場所

で行うものとする。 

２ 資料の利用期間は、資料が到着した日から、国立国会図書館が指定した返却期日の１

週間前までとする。 

（利用者の経費負担） 

第５条 資料利用規程第７条第３項の規定により、利用者が負担すべき国立国会図書館へ

の資料返送料は、資料の利用を開始する際、郵便切手により徴収する。 

（損害賠償） 

第６条 利用者が、自己の責により資料を亡失又は損傷したときは、国立国会図書館の指

示にもとづき、当該資料に相当する物の納付又はその損害の賠償を求めるものとする。 

附 則 

この内規は、昭和 62 年２月４日から施行する。 

 


